
大田区奨学生募集
大学等進学予定者

1貸付型
●月額　国公立＝35,000円以内
　　　　私立＝44,000円以内
2給付型
●支給額　15万円（入学準備金として1
回のみ）
※同時に1を申し込む必要があります

◇12ともに◇
次の全てに該当する方を対象に選考

①令和6年4月1日時点で、区内に引き続
き1年以上居住する保護者などに扶養さ
れている
②令和7年4月に学校教育法で
定める大学、短期大学、専修
学校（専門課程）に進学予定
③令和5年分の世帯の総所得
額が基準以下
④高等学校などの成績が基準以上
9月2日～11月1日（消印有効）に問合

先へ申込書（問合先で配布。区HPからも
出力可）などを郵送か持参　
※選考基準など詳細はお問い合わせくだ
さい
福祉管理課援護係

　☎5744－1245　 5744－1520

機能訓練室でリハビリしませんか
　理学療法士などによる機能訓練。高次
脳機能障がいにも対応しています。障害
福祉サービス受給者証が必要です。
区内在住の18歳～おおむね64歳で、

主治医から訓練が適当と判断された方
さぽーとぴあ

　☎5728－9435　 5728－9438
志茂田福祉センター
　☎3734－0764　 3734－0797

障がいのある方への支援
◆○障心身障害者（児）医療費の助成
　心身に障がいのある方に○障受給者証
を交付し、医療保険の自己負担分を助成
します。
次の全てに該当する64歳以下の方

①身体障害者手帳1・2級（心臓など内部
障がいのある方は1～3級）か、愛の手帳
1・2度か、精神障害者保健福祉手帳1級
②国民健康保険か社会保険に加入中
③生活保護を受けていない
④本人（19歳以下は世帯主など）の令和5
年中の所得が所得制限基準額以下　
※都外からの転入者など、65歳以上で
も対象となる場合があります
地域福祉課か問合先へ各種手帳、健康

保険証、マイナンバー確認書類を持参
◆9月は○障受給者証の更新月です
　現在○障受給者証をお持ちの方へ、所得
審査の上、9月からの○障受給者証か資格

消滅通知書を郵送しました。　
※所得超過により前回対象外だった方
で、今回対象となる方は、申請が必要です
障害福祉課障害者支援担当

　☎5744－1251　 5744－1555

米寿お祝いメッセージカードの
贈呈

　88歳になる方へ、9月中旬以降に郵送
します。申請は不要です。
令和6年8月15日時点で、区内在住の

昭和11年4月1日～12年3月31日生まれ
の方
地域福祉課管理係

大森　☎5764－0654　 5764－0659
調布　☎3726－4140　 3726－5070
蒲田　☎5713－1505　 5713－1509
糀谷・羽田　☎3741－6646　 6423－8838

納付はお済みですか
1特別区民税・都民税・森林環境税（普
通徴収）第2期の納期限は9月2日です
　まだ納めていない方は、早めに納付し
てください。納付が難しい場合はご相談
ください。
納税課収納推進担当
5744－1517（共通）

整理大森　☎5744－1200
整理調布　☎5744－1201
整理蒲田　☎5744－1202
整理区外　☎5744－1203
2固定資産税・都市計画税（第2期分）の
納期限は9月30日です
　6月に郵送した納付書で納付してくだ
さい。
大田都税事務所　☎3733－2411

長寿健康診査を受診しましょう
6～9月に後期高齢者医療制度に加入

した方
●受診期限　令和7年3月31日
●受診場所　区内健康診査実施医療機関
受診票（対象の方へ9月下旬に郵送）を

受診場所へ持参
※8月1日以降に区へ転入した方で、前
住所で受診していない場合は、問合先へ
はがき（記入例参照。生年月日、「長寿健
康診査受診票希望」、後期高齢者医療被
保険者証の被保険者番号も明記）。令和7
年2月28日必着
国保年金課後期高齢者医療給付担当

（〒144－8621大田区役所）
　☎5744－1254　 5744－1677

大田区ひきこもり支援室
SAPOTA出張相談会

　ひきこもりに関する悩みを、
専門の相談員に相談できま
す。

9月17日㈫＝糀谷・羽田
地域庁舎
10月2日㈬・7日㈪＝区役所本庁舎2階
※いずれも午後1時～4時
先着各6組
問合先へ電話。電子申請も可
大田区ひきこもり支援室SAPOTA

　☎6459－6715　 6459－6714

不動産に関する無料相談会
10月1日㈫午前10時30分～午後4時
区役所本庁舎1階
当日会場へ
広聴広報課広聴担当

　☎5744－1135　 5744－1504

離婚と養育費にかかわる
総合相談

　1人1時間の弁護士相談です。離婚前
後の生活相談もできます。　
※会場は申込時にお伝えします
19歳以下のお子さんの保護者
11月2日㈯午前10時～午後4時
先着15名
9月2～30日に問合先へ電話
福祉管理課調整担当

　☎5744－1244　 5744－1520

ひとり親家庭などの
育児・家事などをサポートします
　9月1日から利用を開始します。
傷病、求職活動、通学、就労などの事由

で児童育成手当を受給しているかそれに
準ずる所得のひとり親家庭などの保護者
1時間0～300円（所得による）。午前

7時～午後9時の間で1回2時間以上、月
30時間まで
問合先へ申請書（区HPから出力）、事

由を証明する書類（診断書、就労証明書
など）を持参か郵送
子育て支援課児童育成係　

　☎5744－1274　 5744－1525

ファミリー・サポートおおた
提供会員養成講座（4日制）

　育児の援助を受けたい方（利用会員）と
その手助けをしたい方（提供会員）の会員
制組織です。本講座修了後は提供会員（有
償ボランティア）として活動できます。
区内在住の20歳以上で心身ともに健

康な方
10月21日㈪・25日㈮・29日㈫、11

月1日㈮午前10時～午後3時（10月21日
は午後3時30分まで）
消費者生活センター　
先着25名
問合先へはがきか封書（記

入例参照）。電子申請も可。
10月18日必着
ファミリー・サポートおおた事務局

（〒143－0016大森北4－16－5）
　☎5753－1152　 3763－0191

SDGsおおたスカイパートナー
認定制度

　SDGsの理念を尊重し、達
成に向けて取り組む事業者
（法人、個人事業主、団体）を
「見える化」する制度です。認
定後は認定証を交付するとと
もに、区HPなどで事業者概要やSDGs
達成に向けた取組内容を紹介します。
9月2日～11月1日に電子申請
企画課政策・企画担当

　☎5744－1538　 5744－1502

高齢者住宅（空き家）の入居者
●募集住宅　区立・区営シルバーピア
●募集戸数　単身世帯用＝12戸
　　　　　　2人世帯用＝5戸
区内に引き続き3年以上居住し、収入・

所得が基準内で、住宅に困っている65
歳以上で、次のいずれかに該当する方

①単身世帯用＝1人暮らし
②2人世帯用＝60歳以上の2親等内の親
族か配偶者（東京都パートナーシップ宣
誓制度の届出者を含む）と1年以上同居
※詳細は申し込みのしおり（問合先、特
別出張所で9月9～18日に配布）をご覧
ください
高齢者住宅管理窓口（高齢福祉課内）

　☎5744－1346　 6428－6973

家庭・地域教育力向上支援事業
（講師派遣）実施団体

　こどもを取りまく課題や家庭での子育
てについて学ぶ講演会や学習会を開催す
る団体を募集します。
区内のPTA、保護者の会
選考で10団体程度
問合先へ申込書（問合先で

配布。区HPからも出力可）を
持参。9月30日締め切り
教育総務課教育地域力推進担当

　☎5744－1447　 5744－1535

大田区職員
　詳細は区HPをご覧ください。
1看護師
昭和55年4月2日以降生まれで、看護

師免許を有する方　※取得見込みを含む
●第一次選考　10月20日㈰
2技能Ⅵ（作業Ⅲ）
平成2年4月2日～19年4月1日生まれ

の方
●職務内容　清掃事業（ごみ収集）など
●第一次選考　11月10日㈰

◇12ともに◇
問合先へ申込書（問合先で

配布）を郵送か持参。19月
30日210月11日消印有効
人事課人事担当

　☎5744－1152　 5744－1507

看護職・看護助手就職相談会
区内の病院に就職を考えて

いる方
11月30日㈯午後1時～3時
消費者生活センター
電子申請。問合先へ電話も

可。11月6日締め切り
健康医療政策課災害・地域医療担当

　☎5744－1264　 5744－1523

おおた介護のお仕事
就職相談・面接会

　区内6事業者とその場で面接できます。
実施日ごとに参加事業者が替わります。
詳細は区HPをご覧ください。
9月11日、10月9日㈬午後2時～4時30

分
参加事業者ごとに先着各4名
問合先へ電話
ハローワーク大森　☎5493－8790

おしごとナビ大田区
　区内で働きたい方へ向けた
求人サイトです。未経験者歓
迎の町工場での仕事をはじ
め、IT職や事務職など幅広い
求人情報を掲載しています。
（公財）大田区産業振興協会
　☎3733－6109　 3733－6459

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
詳細はコチラ

▲
電子申請
はコチラ

▲
詳細はコチラ

不動産に関する無料相談会
10月1日㈫午前10時30分～午後4時
区役所本庁舎1階
当日会場へ
広聴広報課広聴担当

　☎5744－1135 5744－1504

①単身世帯用＝1人暮らし
②2人世帯用＝60歳以上の2親等内の親
族か配偶者（東京都パートナーシップ宣
誓制度の届出者を含む）と1年以上同居
※詳細は申し込みのしおり（問合先、特
別出張所で9月9～18日に配布）をご覧
ください

情報箱
暮 ら

し の 記入例はがきや
FAXなどの

❶催しなどの名称
❷〒住所
❸氏名（ふりがな）

❹年齢（学年）
❺電話番号
❻その他
　必要事項
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